
交 企 第 3 5 8 号

（ 監 察 ）

令 和 ４ 年 １ 月 ６ 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

警察署等別及び市町村交通安全対策協議会等に対する交通事故死者皆無達

成表彰の「皆無記録」改正について

各警察署等及び市町村交通安全対策協議会等に対する交通事故死者皆無達成表

彰は、「青森県警察表彰取扱規程」（平成元年３月青森県警察本部訓令第２号）、

「表彰上申基準の制定について」（令和３年３月12日付け監察第197号）、「警察

署等別及び市町村交通安全対策協議会等に対する交通事故死者皆無達成表彰の

「皆無記録」改正について」（平成28年11月４日付け青警本交企第370号ほか）

により行っているところあるが、この度、近年の交通事故死者数の減少及び交通

情勢の変化に伴い、交通事故死者皆無記録達成の「皆無記録」について下記のと

おり改正することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

記

１ 施行日

令和４年４月１日

２ 改正内容

(1) 警察署及び高速道路交通警察隊

別表１「警察署等別交通事故死者皆無記録及び表彰種別」のとおり

(2) 市町村交通安全対策協議会等

別表２「市町村交通安全対策協議会等交通事故死者皆無記録」のとおり

担当：交通企画課安全教育係



別表１

警察署等別交通事故死者皆無記録及び表彰種別

署・隊名
皆 無 記 録

賞 誉 賞 状

青 森

八 戸 １５０日 賞誉以後１５０日ごと

弘 前

五所川原

黒 石 ２００日 賞誉以後２００日ごと

十 和 田

三 沢

む つ

つ が る ２５０日 賞誉以後２５０日ごと

三 戸

七 戸

野 辺 地

鰺 ケ 沢

青 森 南

外 ヶ 浜 ３００日 賞誉以後３００日ごと

五 戸

大 間

高 速 隊



別表２

市町村交通安全対策協議会等交通事故死者皆無記録

市 町 村 名 皆 無 記 録

青 森 市

八 戸 市 １５０日 以後１５０日ごと

弘 前 市

黒 石 市

五所川原市

十 和 田 市
３００日 以後３００日ごと

三 沢 市

む つ 市

つ が る 市

平 川 市

藤 崎 町

七 戸 町

六 戸 町

東 北 町 ６００日 以後６００日ごと

おいらせ町

五 戸 町

南 部 町

階 上 町

平 内 町

今 別 町

外 ヶ 浜 町

鰺 ヶ 沢 町

深 浦 町

大 鰐 町

板 柳 町

鶴 田 町

中 泊 町

野 辺 地 町

横 浜 町

大 間 町 ９００日 以後９００日ごと

三 戸 町

田 子 町

蓬 田 村

西 目 屋 村

田 舎 館 村

六 ヶ 所 村

東 通 村

風 間 浦 村

佐 井 村

新 郷 村


